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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月1日(2019.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装飾部品であって、
（ａ）凸状に湾曲した領域を有するファセット面を含む透明な宝石と、
（ｂ）凸状に湾曲した領域を有するファセット面に設けられた透明導電層と、
（ｃ）波長選択層であって、
　（ｃ１）ファセット面とは反対側の平坦な表面、または
　（ｃ２）光電池に、設けられた波長選択層と、
（ｄ）光電池と、
（ｅ）接触感応式の電気回路と、を備えた装飾部品。
【請求項２】
　宝石は、ガラスまたはプラスティックで形成された、請求項１に記載の装飾部品。
【請求項３】
　宝石は、平凸形状または平凸凹形状を有する、請求項１に記載の装飾部品。
【請求項４】
（ｂ）透明導電層は、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｚｒ、酸化インジウムスズ、アルミニウムドープ酸化
亜鉛、酸化ガリウム亜鉛、酸化チタン亜鉛、フッ素ドープ酸化スズ、酸化アンチモンスズ
、酸化タンタルスズ、酸化チタンニオブ、またはこれらの化合物の任意の順序による任意
の組合せのうちの少なくとも一種の化合物を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の
装飾部品。
【請求項５】
（ｂ）透明導電層は、湾曲ファセット面の少なくとも２つの分離した領域に設けられた、
請求項１～４のいずれか１項に記載の装飾部品。
【請求項６】
（ｂ）透明導電層は、３８０～１２００ｎｍの波長領域において透明である、請求項１～
５のいずれか１項に記載の装飾部品。
【請求項７】
（ｂ）透明導電層は、少なくとも６０％の透過率を有する、請求項１～６のいずれか１項
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に記載の装飾部品。
【請求項８】
（ｃ）波長選択層は、波長選択コーティングまたは波長選択フィルムから選択される、請
求項１～７のいずれか１項に記載の装飾部品。
【請求項９】
（ｃ）波長選択層は、少なくとも金属および／または金属化合物を含む、請求項１～８の
いずれか１項に記載の装飾部品。
【請求項１０】
（ｃ）波長選択層は、３８０～８５０ｎｍの波長光の一部を反射する、請求項１～９のい
ずれか１項に記載の装飾部品。
【請求項１１】
（ｃ）波長選択層は、光ビームの入射角が０°であるときに測定された場合、４００～１
２００ｎｍの波長帯域のうち反射間隔の外側にある帯域において、８０％を超える平均透
過率を有する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の装飾部品。
【請求項１２】
　波長選択層は、Ｃｒ、Ｃｒ２Ｏ３、Ｎｉ、ＮｉＣｒ、Ｆｅ、Ｆｅ２Ｏ３、Ａｌ、Ａｌ２

Ｏ３、Ａｕ、ＳｉＯｘ、Ｍｎ、Ｓｉ、Ｓｉ３Ｎ４、ＴｉＯｘ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｔｉ、ＣｅＦ

３、ＭｇＦ２、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５、ＳｎＯ２、ＺｎＯ２、ＭｇＯ、ＣｅＯ２、ＷＯ

３、Ｐｒ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３；ＢａＦ２、ＣａＦ２、ＬａＦ３、ＮｄＦ３、ＹＦ３；ＺｒＯ

２、ＨｆＯ２、ＺｎＳ；Ａｌの酸窒化物、Ｓｉの酸窒化物、およびＳｎＺｎＯの酸窒化物
、またはこれらの化合物の任意の順序による任意の組合せからなる群から選択される少な
くとも一種の化合物を含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の装飾部品。
【請求項１３】
（ｄ）光電池は、裏面接触型の太陽電池である、請求項１～１２のいずれか１項に記載の
装飾部品。
【請求項１４】
（ｅ）接触感応式の電気回路は、静電容量型センサを有する、請求項１～１３のいずれか
１項に記載の装飾部品。
【請求項１５】
　電子デバイスの機能を制御し、電源を供給するための、請求項１～１４のいずれか１項
に記載の装飾部品の利用。
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